
 

 

 

 

 

 

 

事業者指定申請の手引き 
（訪問介護） 
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１．介護保険居宅サービス事業者等の指定申請等について  
 
・介護保険居宅サービス事業者等の指定を受けるにあたっては、申請書を提出し、「受理」されることが必

要です。（書類に不備があり、その補正が完了しないものについては、受理できません。） 

・市では、受理した書類について、「指定基準」「報酬算定基準」などの基準を満たしているかなどの審査

を行います。審査の結果、基準を満たすものについて指定事業者として決定します。 

・指定時の研修終了後に指定書を交付します。（研修を受けなければ、指定を受けることができません。） 

・指定申請につきましては、受付作業に時間がかかることから、余裕をもって申請をしてください。 

 

２．指定までの流れについて 
 

 （１）指定申請（老人福祉法による設置届出含む。） 

     ↓ 

（２）現地調査（必要に応じて実施します。） 

     ↓ 

 （３）指定・研修 

     ↓ 

 （４）指定書の交付 

 

３．指定を受けるための要件について 
 

指定を受けるためには、以下の条件を満たしてなければなりません。 

 

① 法人であり、定款等の目的欄に当該事業に関する記載があること。 

 

○ 株式会社等の営利法人、特定非営利活動法人の場合 

（記載例）介護保険法に基づく居宅サービス事業 

記載がない場合は、あらかじめ定款及び登記の変更手続きを完了させておいてください。 

既に当該法人の定款、法人登記に「介護保険法による訪問介護事業」との記載がある場合は、定款

及び登記の変更手続きは、必要ありません。 

 

○ 医療法人、社会福祉法人等の所轄・監督官庁のある法人（特定非営利活動法人を除く。）の場合 

定款等への記載の文言や定款変更認可の手続きについて、必ず所轄・監督官庁に相談の上、指定

申請期間内に手続きを完了させてください。 

なお、登記の変更手続きについても併せて、指定申請期間内に手続きを完了させてください。 

 

② 事業所従業者の知識及び技能並びに人員が、大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サ

ービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 24年大阪府条例第 115号）に

定める基準及び員数を満たしていること。 

 

③ 事業所の設備が、大阪府条例に定める基準を満たしていること。 

 

④ 大阪府条例に定める運営に関する基準に従って適正な事業の運営ができること。 

 

⑤ 訪問介護と介護予防訪問介護相当サービスは同一事業所で同時に事業を実施することができます。こ

の場合、訪問介護の人員基準、設備基準を満たしていれば、介護予防訪問介護相当サービスの人員基

準、設備基準を満たしたものとします。 

 

⑥ 介護サービスと対をなす介護予防相当サービスの指定を同時に受ける場合には、類似名称使用の混乱

を避けるため同一名称に統一し申請してください。また指定は、サービスの種類及び事業を実施する

所在地ごとに受けなければなりません。 

 

 

 

 

 



 

４．人員及び設備に関する基準について 

（１）人員に関する基準 

職 種 資 格 要 件 配置基準概要 

管理者 なし 専らその職務に従事する常勤の者１名 

サービス 

提供責任者 

・介護福祉士 

・介護福祉士実務者研修課程修了者 

・旧介護職員基礎研修課程修了者（※） 

・旧訪問介護員養成研修１級課程修了者（※） 

常勤の訪問介護員等のうち、専ら指定 

訪問介護の職務に従事する者であって、

利用者の数に応じて１名以上 

訪問介護員 ・サービス提供責任者の要件に該当する者 

・介護職員初任者研修課程修了者 

・旧訪問介護員養成研修２級課程修了者（※） 

・生活援助従事者研修課程修了者 

常勤換算方法で２．５以上 

（サービス提供責任者含む） 

 

※「旧介護職員基礎研修課程修了者」、「旧訪問介護員養成研修１級課程修了者」及び「旧訪問介護員養

成研修２級課程修了者」とは、介護保険法施行規則の一部を改正する省令（平成 24 年厚生労働省令

第 25号）による改正前の介護保険法施行規則（平成 11年厚生省令第 36号）第 22条の 23第 1項に

規定する介護職員基礎研修課程、一級課程または二級課程を修了した者をさす。 

 

【注】 

 

① 「常勤」とは、当該事業所における１週あたりの勤務時間が、当該事業所において定められている

常勤の従業者が勤務すべき時間数（３２時間を下回る場合は３２時間を基本）に達していることを

いいます。 

 

② 「専ら従事する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に

従事しないことをいいます。 

 

③ 看護師、准看護師については、旧訪問介護員養成研修１級課程修了者相当とみなすことができます。 

 

④ サービス提供責任者欄の「利用者の数に応じて」とは、利用者の数が４０人又はその端数を増すご

とに一人以上の者を配置しなければならないことをいいます。 

なお、利用者の数が４０人を超える事業所については、常勤換算方法によることができます。 

※利用者の数は、前三月の平均値を用いる。この場合、歴月ごとの実利用者数を合算し、三で除し

て得た数とする。なお、新たに事業を開始し、または再開した事業所においては、適切な方法に

よる推定数とする。 

※通院等乗降介助に該当する者のみの利用者の当該月における利用者数は 0.1 人として計算する。 

 

⑤ サービス提供責任者の配置については、常勤職員を基本としつつ、下記のとおり、非常勤職員（常

勤換算）の登用を一定程度可能とすることができます。 

常勤換算による場合（利用者の数が４０人を超える事業所） 

利用者の数を４０で除して得られた数（小数第１位に切り上げた数）以上 

 

【必要となる常勤のサービス提供責任者数】 

 

・利用者の数が４０人超２００人以下の事業 

⇒常勤換算方法を採用しない場合に必要となるサービス提供責任者の員数から１を減じて 

得られる数以上 

 

・利用者の数が２００人超の事業所 

⇒常勤換算方法を採用しない場合に必要となるサービス提供責任者の員数に２を乗じて３ 

 で除して得られた数（１の位に切り上げた数）以上 

 

 

 



 

 

利用者の数 
注④に基づき置かなければならない

常勤のサービス提供責任者数 

常勤換算方法を採用する事業所で必要

となる常勤のサービス提供責任者 

40人以下 １ １ 

40人超 80人以下 ２ １ 

80人超 120人以下 ３ ２ 

120人超 160人以下 ４ ３ 

160人超 200人以下     ５ ４ 

200人超 240人以下 ６ ４ 

240人超 280人以下 ７ ５ 

280人超 320人以下 ８ ６ 

320人超 360人以下 ９ ６ 

360人超 400人以下 １０ ７ 

400人超 440人以下 １１ ８ 

440人超 480人以下 １２ ８ 

480人超 520人以下 １３ ９ 

520人超 560人以下 １４ １０ 

560人超 600人以下 １５ １０ 

600人超 640人以下 １６ １１ 

 

※非常勤のサービス提供責任者については、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定め

られている常勤の従業者が勤務すべき時間数の２分の１以上に達していること。 

 

⑥ 常勤のサービス提供責任者を３人以上配置し、複数のサービス提供責任者が共同して利用者に関わ

る体制が構築されている場合や、利用者情報の共有などサービス提供責任者が行う業務の効率化が

図られている場合には、サービス提供責任者の配置基準を利用者の数が５０又はその端数を増すご

とに１人以上とすることができます。 

 

⑦ 「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤従業者が勤

務すべき時間数（３２時間を下回る場合は３２時間を基本）で除することにより、当該事業所の従

業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。 

 

（２）設備に関する基準 

設 備 内 容 

事業の運営を行う

ために必要な広さ

の専用の区画 

・ 職員、設備及び備品が収容できる十分な広さを確保した専用の事務室 

（専用区画が明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室も可） 

・ 相談スペース（個室又は遮へい物の設置等によりで区切られた区画とし、相談

の内容が漏えいしないよう配慮すること） 

必要な設備・備品 ・ 訪問介護事業を実施するために必要な設備及び備品 

・ 手指を洗浄するための設備等感染症予防のための設備及び備品 

 



 

５．指定申請に必要な書類と作成方法 
 

指定申請手続きに必要な書類は以下のとおりです。 

１． 指定居宅サービス事業者指定申請書（様式第１号） 

２． 訪問介護事業者の指定に係る記載事項（付表１－１） 

３． 添付書類（①～⑨） 

 

※申請書類の大きさは、特段の定めがない限りＡ４サイズとしてください。 

※事前にチェックリストにより漏れがないか確認の上で提出してください。 

 

① 登記事項証明書又は条例等の写し 

 提出書類 様式等 説明 

□ 法人登記事項証明書 原本 ・ 申請に係る事業を実施する旨の記載があることが

必要です。 

・ 発行日より３ヶ月以内のものを添付してください。 

 

② 勤務の体制及び勤務形態を記載した書類、従業者の資格を証明する書類等 

 提出書類 様式等 説明 

□ 従業者の勤務体制及び 

勤務形態一覧表 

参考様式 ・ 管理者及び従業者全員の毎日の勤務時間数（４週間

分）を記載してください。 

・ 職種は、管理者、サービス提供責任者、訪問介護員、

その他（事務員等）に区分して記載してください。 

・ 常勤換算は、管理者・その他（事務員等）を除き、

訪問介護員等（サービス提供責任者を含む）の勤務

延時間数により換算してください。 

□ サービス提供責任者の資

格を証明する書類の写し 

 ・ 下記のいずれかの資格が必要です。 

① 介護福祉士 

② 介護福祉士実務者研修課程修了者 

③ 旧介護職員基礎研修課程修了者 

④ 旧訪問介護員養成研修１級課程修了者 

□ 訪問介護員の資格を証明

する書類の写し 

 ・ 資格証等の写しを「従業者の勤務体制及び勤務形態

一覧表」に記載した氏名の順に並べて提出してくだ

さい。 

□ 組織体制図 参考様式 ・ 管理者や従業者が他の事業の職務を兼ねる場合は、

兼務関係が明確にわかるように作成してください。 

 

③ 事業所の平面図等 

 提出書類 様式等 説明 

□ 平面図 参考様式 ・ 当該事業に使用する箇所（事務室、相談室、手指洗

浄の場としての洗面所等）のレイアウト、備品（机、

椅子、鍵付き書庫、パソコン、プリンタ、電話、フ

ァックス等）の配置及び各部屋の面積がわかるよう

に作成してください。 

□ 事業所内外の写真  ・ 事業所の外観（看板が設置されているなど、入口等

が利用者にとってわかりやすいもの）及び上記平面

図で示した箇所の内部の広さや設備・備品等の配置

状況がわかる写真をＡ４の台紙に貼付、またはカラ

ー印刷し、上記平面図に撮影方向を明示した上で添

付してください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

④ 運営規程 

 提出書類 様式等 説明 

□ 運営規程 参考様式 ・ 以下の内容を具体的に記載した運営規程を作成し

てください。 

① 事業の目的及び運営の方針 

② 従業者の職種、員数及び職務内容 

③ 営業日及び営業時間 

申し込みや相談受付が可能な日・時間及びサービ

ス提供が可能な日・時間を記載してください。ま

た、年間の休日も記載してください。 

④ 指定訪問介護の提供方法、内容及び利用料その他

の費用の額 

⑤ 通常の事業の実施地域 

市町村単位での設定を基本とします。同一市区町

村内で詳細に定める場合は、客観的にわかるよう

に定めてください。 

⑥ 緊急時等における対応方法 

⑦ 個人情報の保護に関する事項 

⑧ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑨ その他運営に関する重要事項 

 

⑤ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類 

 提出書類 様式等 説明 

□ 利用者からの苦情を処理

するために講ずる措置の

概要 

参考様式 ・ 次の事項について、具体的に記載してください。 

① 利用者等からの相談又は苦情等に対応する常設

の窓口・担当者の設置（担当者名や連絡先） 

② 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための体制・手順 

③ その他参考事項 

 

⑥ 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費の請求に関する事項を記載した書類 

 提出書類 様式等 説明 

□ 介護給付費算定に係る 

体制等に関する届出書 

参考様式 ホームページ参照 

《加算届（居宅サービス等）について》 

https://www.city.matsubara.lg.jp/soshiki/fukushi_shid

ou/kaigo/10530.html 
□ 介護給付費算定に係る 

体制等状況一覧表 

参考様式 

□ 算定する加算に係る書類 参考様式 

 

⑦ 老人福祉法に基づく居宅生活支援事業開始届 

 提出書類 様式等 説明 

□ 老人居宅生活支援事業開

始届出書 

様式第３号 ・ 介護保険法に基づく訪問介護事業を行う場合には、

老人福祉法の適用を受けることとなりますので、指

定申請と同時に届出が必要となります 

 

⑧ 介護保険法第 70 条第２項各号に該当しない旨の誓約書 

 提出書類 様式等 説明 

□ 誓約書 参考様式 ・ 署名欄を記入してください。 

 

⑨ 社会保険及び労働保険の適用状況が確認できる書類 

 提出書類 様式等 説明 

□ 社会保険及び労働保険へ

の加入状況にかかる確認票 

参考様式 ・ 左記に加え、必要に応じて加入状況が確認できる社

会保険料納入確認書等の写しを提出してください。 

 



訪問介護事業者の申請に必要な書類一覧 

（チェックリスト） 
 

このチェックリストにより、作成された申請書類及び添付書類の漏れがないかご確認ください。 

内容によっては必要となる書類が変わることがあります。（チェックリストの提出は必要ありません） 

 

確認欄 提出書類 備考 

□ 指定居宅サービス事業者指定申請書 様式第１号 

□ 訪問介護事業者の指定に係る記載事項 付表１ 

□ 法人登記事項証明書  

□ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 参考様式 

□ サービス提供責任者の資格を証明する書類の写し  

□ 訪問介護員の資格を証明する書類の写し  

□ 組織体制図 参考様式 

□ 平面図 参考様式 

□ 事業所内外の写真  

□ 運営規程 参考様式 

□ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 参考様式 

□ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 参考様式 

□ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 参考様式 

□ 算定する加算に係る書類 参考様式等 

□ 老人居宅生活支援事業開始届 様式第３号 

□ 誓約書 参考様式 

□ 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票 参考様式 

 

 

既に障害福祉サービス（居宅介護・重度訪問介護等）の指定がある場合 
 

 

確認欄 提出書類 備考 

□ 指定居宅サービス指定申請書 様式第１号 

□ 訪問介護事業者の指定に係る記載事項 付表１ 

□ 法人登記事項証明書  

□ 組織体制図 参考様式 

□ 運営規程  

□ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 参考様式 

□ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 参考様式 

□ 算定する加算に係る書類 参考様式 

□ 老人居宅生活支援事業開始届 様式第３号 

□ 誓約書 参考様式 

 


